
令和８年度 沼津市まちなか公共空間活用等促進業務委託 

公募仕様書 

 

本仕様書は、令和８年度 沼津市まちなか公共空間活用等促進業務委託（以下「本業務」

という。）の契約候補者を選定するにあたり、業務内容として求める基本的事項を定めるも

のである。 

 
１ 背景と目的 

本市では、沼津駅周辺総合整備事業の本格展開に伴い、沼津駅周辺を車中心からヒト中心

の魅力ある場所へと再生するため、令和２年３月に「沼津市中心市街地まちづくり戦略」（以

下「戦略」という。）を策定し、ヒト中心のまちづくりを推進している。 

令和４年６月に策定した「沼津市公共空間再編整備計画」および「都市空間デザインガイ

ドライン」では、戦略の中期の姿の実現に向けて、実践する手順、施策、狙う効果をまちづ

くりシナリオとして描き、公民で共有しながら一体となった取り組みを進めている。また、

まちなかの公共空間を活用して居心地の良い空間づくりを実践し、歩きたくなる、過ごした

くなる、ヒト中心のまちなかを創り出していく取組みを「ＯＰＥＮ ＮＵＭＡＺＵ」と位置

づけ、令和４年度より、空間のポテンシャルが高い「イーラｄｅ前」及び「仲見世商店街」

において、段階的に取組みを行い令和５年 10 月には（都）三枚橋錦町線沿線のイーラｄｅ

前にパークレットを設置し日常的な滞留空間を創出した。 

そのような中、令和８年３月には（都）三枚橋錦町線が「歩行者利便増進道路（通称ほこ

みち）」に指定され、道路空間の利活用促進が可能となったことから、本市では令和８年夏

頃の完成を目指し、パークレットの拡張工事や休憩施設の設置工事を実施し、更なる利便性

の向上やまちの賑わい創出に繋げる空間作りを実施している。 

本業務では、拡張されるパークレット等を活用した賑わい創出、回遊性の向上、滞留時間

の増加に資する取組の企画・運営を行い、人流データの分析による効果検証を行う。 

また、持続可能なまちづくりの実現のために、商店街や沿道事業者など、地元関係者が今

回の取組みに参画することで、今後の自走した活動に繋げることを目的とする。 

 

２ 対象範囲 

  業務対象範囲（別紙１）に示すとおり 

  ※委託者が想定しているエリアの記載はあるが、別場所での提案を妨げるものではな

いため、参加者が効果的と考える場所を提案すること。 

 

３ 業務内容 

（１）業務計画書の作成 

業務の着手に先立ち、業務内容や工程、体制等をまとめた業務計画書を作成し、委託



者の承認を得ること。 

（２）まちなか滞留・回遊に関する公共空間の活用について 

当該エリア（【業務対象範囲（別紙１）】参照）で、駅からの人の誘導や滞留・回遊行

動を促進させるために、周辺の商店街や沿道事業者との連携を図り、ヒト中心の居心地

の良い空間の創出に向けた魅力的な企画を提案し運営するものとする。 

① 公共空間活用の企画及び運営 

・駅とまちとの接続性向上、賑わい・滞留・回遊行動の促進に資する、日常的な取

り組みについて提案すること。 

・日常的な取り組みに加え、パークレット拡張工事完了後の７月中旬頃に１回、そ

の他２回以上のイベントを提案すること。 

・実施場所については、「２ 対象範囲」内で、受託者からの提案を受け、委託者

と協議のうえ決定する。 

・提案企画の実施に際しては、必要な安全対策を講じ運営すること。 

※企画、運営に必要な備品等は受託者が用意し、その管理も行うこと。ただし、委

託者から借受可能な備品等については活用してもよい。参考に、委託者が所有す

る什器の一覧を別紙２に示す。 

② 関係機関協議・調整 

・実施にあたり、道路管理者、警察等の関係機関との協議に必要な資料を作成するこ

と。 

③ 効果検証 

・歩行者通行量、滞在状況、回遊行動など、実施前後の来訪者の行動変容を把握する

こと（日常時、イベント時）。 

・沿道事業者、地元関係者等の意識、活動の変化を把握すること。 

・上記の効果を測定するため、必須の調査を下記に示す。 

１ アンケート調査（地元関係者、沿道事業者、来訪者、出店者等） 

  ただし、下記の項目については、必ず含めること。 

  ・来訪者の滞在時間の変化（長くなったか） 

  ・まちの印象に変化（良くなったか） 

２ 歩行者通行量調査（通過人数、属性（年代、性別）） 

３ アクティビティ調査 

調査方法（アンケート内容、調査実施場所、頻度等）について、企画提案書を原案

として、委託者と協議のうえ決定する。ただし、歩行者交通量調査の調査実施場所

は別紙３のとおりとする。 

また、上記以外に受託者が考える効果検証方法についても提案を受け付け、委託

者と協議のうえ決定する。 

④ 課題整理 



・本取組の結果、効果検証結果を踏まえて課題等を整理すること。 

（３）公共空間活用に向けた地元関係者の仕組みづくり支援 

（２）の実施と併せて、地元関係者が主体となった地先空間や公共空間の活用に向け

た仕組みづくりを支援し、将来的には地元関係者による自走した取組みへと繋げる。 

① 地元関係者調整 

・実施にあたり、地元関係者が参画する企画を提案し、企画実現のための調整をする

こと。 

② 仕組みづくり支援 

・地元関係者等が主体の活動に向けた仕組みづくり、取組の支援、課題整理を行うこ

と。 

（４）まちづくりに関する情報発信 

市民がまちなかで過ごす機会を促し、滞留や回遊行動につなげるため、委託者と連携

してまちづくりの取組みを市民に分かりやすく情報発信するものとする。 

① 広報業務 

・取組の実施にあたって、チラシ及びポスターの作成およびＷＥＢ、ＳＮＳ等を利用

し広報するほか、受託者が提案する方法にて広く情報発信を行うこと。 

・取組の実施にあたって、交通規制を伴う場合は、十分な時間を取ったうえで、事前

告知等も併せて行うこと。 

② 動画作成 

・社会実験の様子の動画を作成すること。動画の長さは１～２分程度とし、公共空間

の活用によって、人がまちなかで居心地よく過ごす風景が市民に伝わる内容とす

ること。 

（５）打合せ協議 

本業務を円滑に遂行するために必要な打合せ協議を月１回以上実施し、毎回の記録 

を作成すること。打合せはオンラインでもよい。 

（６）業務報告書の作成 

本業務の成果を取りまとめた業務報告書を作成すること。 

 

４ 成果物 

（１）業務報告書（Ａ４版、ファイル綴じ（インデックス付き）） ２部 

（２）報告書及びその他資料の電子データ（ＣＤ－Ｒ又は同等以上の電子媒体） 

※電子データは、Microsoft 製 Word 又は Excel で編集可能なデータであることを原則

とし、図面等で他のデータを用いる場合には、委託者の了解を得るものとする。 

 

５ その他の留意事項 

（１）本業務は、沼津市業務委託契約約款に基づき、契約を履行する。 



（２）受託者は本業務の目的や意図を十分に理解した上で、誠意をもって業務を遂行する 

ものとする。 

（３）受託者は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、本業務で得られ 

た資料及び成果を委託者の許可なく、外部に貸与並びに使用させてはならない。なお、

受託者は、本業務の実施にあたり個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関す

る法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

（４）本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、委託者及び受託者 

が協議の上、定めるものとする。 

（５）業務が完了したとき、受託者の責に帰すべき理由による成果品の不良個所が発見さ 

れた場合は、速やかに訂正、補足その他の措置を講ずるものとする。 

（６）成果品の中で他の文献、資料等を引用した場合は、出典名を記載すること。 

 

  



業務対象範囲 

下図、橙枠に示す範囲は必須とする。 

赤枠エリア内にて、橙枠と連携し賑わい創出等に効果的な提案をすること。 

 

 

 

※ 最終的な社会実験場所については、受託者からの提案を受け、委託者と協議の上決定す

るものとする。 

 

  

 別紙１ 



委託者所有の什器一覧 

委託者が所有する什器の一覧は下表のとおりである。下表に記載の個数は最大数であり、

地元自治会等に貸し出すこともあるため、状況により個数は変動する。活用を検討する場合

は、委託者に相談して状況を確認すること。 

 

  

 別紙２ 



下図、「方向別歩行者通行量調査」箇所の調査は必須とする。 

また、歩行者通行量に関し、まちなかへの面的な影響についても調査、検証を行うものとす

る。調査、検証に際しては、委託者が所持する過年度計測データ（地点は別紙４参照）の活

用も可能とする。 

 

 

 

 

  

別紙３ 



 

別紙４ 


